
1/1 

○合志市立小・中学校就学予定者の就学すべき小・中学校の指定に関する規則 

平成18年２月27日教委規則第12号 

別表（第２条関係）  

 

学校名 通学区域 

合志小学校 出分、新古閑、上古閑、御領、野付、新迫、日向、上町、横

町、下町、竹迫住宅、二子、油古閑、上庄、原口、原口下、

平島、鹿水、中林、後川辺、栄温泉団地、新栄温泉団地、山

下団地、栄住宅、合志中央団地 

合志南小学校 群（堀川以北）、黒石原、すずかけ台、恵楓園、泉ヶ丘、笹

原、西沖住宅、桜路、桜和の丘 

南ヶ丘小学校 群（堀川以南）、永江団地、杉並台、武蔵野台、ファースト

プレイス合志区、沖野台、ポレスター光の森 

西合志第一小学校 立割、生坪、弘生、江良、高木、小合志、辻久保、小池、合

生住宅、桑木鶴団地 

西合志南小学校 須屋、上須屋、堀川、榎ノ本、西須屋団地、県営住宅、南

陽、南須屋 

西合志中央小学校 北、本村、辻、木原野、東、湯之端、外園、中尾、城、上

生、黒松、灰塚、大池、若原、南原住宅、芝原、東大池、ユ

トリック団地、くぬぎヶ丘団地 

西合志東小学校 黒石、御代志、新開、九州沖縄農研、再春荘、恵楓園、黒石

団地、天使園、東須屋、陽光台、みずき台 

合志中学校 合志小校区、合志南小校区、南ヶ丘小校区 

西合志中学校 西合志第一小校区、西合志中央小校区 

西合志南中学校 西合志南小校区、西合志東小校区 

備考 

１ 群区のうち、その保護者の生活の本拠が堀川以南にある児童については、合志南小学

校へ就学することができる。 

２ 恵楓園については、合併前の校区とする。 

 


